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文責：外国専門部長 弁理士 岡部 泰隆 

（１） 「欧州単一特許制度」及び「欧州統一特許裁判所制度」の概要 

1. はじめに

 「欧州単一特許制度」及び「欧州統一特許裁判所制度」が、2022 年末から 2023 年初

旬頃にかけて開始の見込みとなりました。数十年以上に亘って議論されてきた制度ですが、

現在は、2022年 7～9月に予定されているドイツの統一特許裁判所（UPC）協定の批准書

の寄託を待つばかりとなりました。ドイツが批准書を寄託すると、その 4 か月後の初日よ

り協定が正式に発効します。 


	記事申込み: 
	公式Twitter: 
	ニュースレター配信申込: 


